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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】筐体を構成する筐体片の外周面に同一の平面上
に含まれない部位が連続することによって一連の溝部が
形成されている場合であっても、パッキンの嵌め込み作
業を容易にすると共に、嵌め込んだパッキンが外れるの
を抑制するようにした無線端末を提供する。
【解決手段】シャーシ２と、前記シャーシの外周面の全
周にわたって形成される溝部７と、前記溝部に嵌め込ま
れる環状のパッキンと、前記パッキンを介して前記シャ
ーシの外周面の全周に当接しつつ前記シャーシに取り付
けられる前面カバーとを備えると共に、前記パッキンに
複数個の爪部を形成し、前記溝部に前記爪部が係止され
る複数個の係止部７Ｃを形成する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線信号の送受信を行う無線端末において、
　第１の筐体片と、
　前記第１の筐体片の外周面の全周にわたって形成される溝部と、
　前記第１の筐体片の溝部に嵌め込まれる環状のパッキンと、
　前記パッキンを介して前記第１の筐体片の外周面の全周に当接しつつ前記第１の筐体片
に取り付けられる第２の筐体片と、
を備えると共に、
　前記パッキンには複数個の爪部が形成され、前記溝部には前記爪部が係止される複数個
の係止部が形成されることを特徴とする無線端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線信号の送受信を行う無線端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線端末の防水性能を確保する場合、筐体を構成する筐体片（シャーシやカバー、ケー
ス等）同士の間に弾性体からなるパッキンを介挿するのが一般的である（例えば特許文献
１参照）。
【特許文献１】特開平９－２３０７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　パッキンを筐体片の外周面の全周にわたって取り付ける場合、パッキンを嵌め込むため
の溝部が筐体片の外周面の全周にわたって形成される。そして、パッキンの形状は、筐体
片に形成された溝部に対応する環状とされる。尚、パッキンは伸長した状態で溝部に嵌め
込まれることから、パッキンの全周は溝部のそれよりも小さく設定される。
【０００４】
　ところで、筐体片の外周面に溝部を形成する場合、溝部が筐体片の全周にわたって同一
平面上（ここでいう「平面」とは溝部の溝方向を線と見做した場合にその線を含む平面を
意味し、筐体片の実際の側面や上面、底面などを意味するものではない）にあれば、パッ
キンの嵌め込み作業は容易である。
【０００５】
　一方、同一の平面上に含まれない複数の部位が連続することによって一連の（一周の）
溝部が形成されている場合、パッキン形状が複雑化することから溝部との正確な位置合わ
せが必要となり、パッキンの嵌め込み作業が煩雑になる。
【０００６】
　また、溝部が筐体片の全周にわたって同一平面上にあれば、嵌め込んだパッキンの復元
力の方向と溝部の方向が一致するため、パッキンが不慮に外れてしまうおそれは少ない。
これに対し、同一の平面上に含まれない複数の部位が連続することによって一連の溝部が
形成されている場合、パッキンの復元力の方向と溝部の方向とが一致しない部位が生じる
場合があるため、パッキンが外れ易くなるという不具合が生じ得る。
【０００７】
　従って、本発明の目的は上記した課題を解決し、筐体を構成する筐体片の外周面に同一
の平面上に含まれない部位が連続することによって一連の（一周の）溝部が形成されてい
る場合であっても、パッキンの嵌め込み作業を容易にすると共に、嵌め込んだパッキンが
外れるのを抑制するようにした無線端末を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上記した課題を解決するため、本発明に係る無線端末にあっては、第１の筐体片と、前
記第１の筐体片の外周面の全周にわたって形成される溝部と、前記第１の筐体片の溝部に
嵌め込まれる環状のパッキンと、前記パッキンを介して前記第１の筐体片の外周面の全周
に当接しつつ前記第１の筐体片に取り付けられる第２の筐体片とを備えると共に、前記パ
ッキンには複数個の爪部が形成され、前記溝部には前記爪部が係止される複数個の係止部
が形成されるように構成した。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る無線端末にあっては、第１の筐体片と、前記第１の筐体片の外周面の全周
にわたって形成される溝部と、前記第１の筐体片の溝部に嵌め込まれる環状のパッキンと
、前記パッキンを介して前記第１の筐体片の外周面の全周に当接しつつ前記第１の筐体片
に取り付けられる第２の筐体片とを備えると共に、前記パッキンには複数個の爪部が形成
され、前記溝部には前記爪部が係止される複数個の係止部が形成されるように構成したの
で、パッキンの爪部を溝部の係止部に係止することで溝部に対するパッキンの位置決めを
行うことができる。そのため、パッキンの形状が複雑であったとしても溝部へのパッキン
の嵌め込み作業を容易に行うことができる。
【００１０】
　さらに、パッキンに形成された爪部を溝部に形成された係止部に係止することにより、
パッキンの復元力（換言すれば、パッキンを伸長させる力）の大きさを部位ごとに調節す
ることが可能となる。そのため、パッキンの復元力の方向と溝部の方向とが一致しない部
位が存在する場合であっても、その部位におけるパッキンの復元力を小さく設定すれば、
パッキンが溝部から外れるのを抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る無線端末を実施するための最良の形態について、図面を参照して説
明する。
【００１２】
　図１は、本発明に係る無線端末の斜視図である。図１で符号１は、無線信号の送受信を
行う無線端末を示す。無線端末１の筐体は、シャーシ（第１の筐体片）２と、シャーシ２
の前面側に取り付けられる前面カバー（第２の筐体片）３と、シャーシ２の上面側に取り
付けられる上面カバー（第３の筐体片）４とから構成される。また、シャーシ２には、電
源供給用のバッテリ５が取り付けられる。シャーシ２に、これら前面カバー３、上面カバ
ー４及びバッテリ５が組み付けられることにより、全体として略直方体を呈する無線端末
１の本体部分が構成される。また、無線端末１の上部にはアンテナ６（図１では一部のみ
示す）が取り付けられる。尚、前面カバー３には、各種インディケータやコネクタなどが
配置される開口部が形成されるが、図示を省略している。
【００１３】
　図２は、シャーシ２の正面図であり、図３はシャーシ２の背面図である。シャーシ２に
は、例えばアルミニウムなどの金属製であり、正面視において略矩形を呈する。シャーシ
２の正面側の面には電子回路基板（図示せず）が搭載されると共に、電子回路基板をシー
ルドするシールドカバー（図示せず）が取り付けられる。以下、シャーシ２の正面側の面
（電子回路基板が搭載される面）を「基板搭載面」と呼び、符号２ａで示す。
【００１４】
　また、シャーシ２の背面側の面には、先述したバッテリ５が搭載される。以下、シャー
シ２の背面側の面（バッテリ５が搭載される面）を「バッテリ搭載面」と呼び、符号２ｂ
で示す。シャーシ２においてバッテリ搭載面２ｂには、絶縁性樹脂によるコーティングが
施される。
【００１５】
　バッテリ搭載面２ｂの中心から端部方向へ偏った位置には、開口部２ｃが形成される。
また、バッテリ搭載面２ｂにおいて、開口部２ｃが形成された位置と反対側の端部方向に
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偏った位置には、突出部２ｄが形成される。突出部２ｄは枠状を呈し、その外周は開口部
２ｃよりも大きく設定される。尚、突出部２ｄの突出高さは例えば０．２ｍｍ程度である
。
【００１６】
　図４はシャーシ２の右側面図であり、図５はシャーシ２の左側面図である。また、図６
はシャーシ２の上面図であり、図７はシャーシ２の底面図である。図４から図７に示すよ
うに、シャーシ２の側面はその上部の幅（前後方向の幅）が拡幅されて上面に連続する。
従って、シャーシ２の上面は底面に比して面積が大きくなる。このシャーシ２の側面にお
いて拡幅された部位を「拡幅部」と呼び、符号２ｅで示す。また、シャーシ２の外周面に
は、その全周にわたって溝部７が形成される。尚、ここでいう「外周面」とは、シャーシ
２の基板搭載面２ａとバッテリ搭載面２ｂを除く面を意味する。即ち「外周面」とは、図
４および図５に示される左右の側面と、図６および図７に示される上面および底面を含む
ものである。
【００１７】
　一連の（一周の）溝部７は、図示の如く、同一の平面上に含まれない部位が連続するこ
とによって形成される。具体的には、拡幅部２ｅに形成された溝部７と、上面に形成され
た溝部７と、拡幅部２ｅを除く側面および底面に形成された溝部７とは、それぞれ異なる
平面上に形成される。尚、ここでいう「平面」とは、溝部７の溝方向を線と見做した場合
にその線を含む平面を意味し、シャーシ２の実際の側面や上面、底面などを意味するもの
ではない。
【００１８】
　上記した溝部７には、パッキン（後述）が嵌め込まれる。また、溝部７の途中には、そ
の幅を局所的に広げてなる係止部７ａ～７ｄが形成される。具体的には、係止部７ａは上
面に、係止部７ｂは底面に、係止部７ｃ，７ｄはそれぞれ左右の側面の拡幅部手前（底面
側）に形成される。尚、係止部７ａ，７ｂは、溝部７の一方の側が拡幅されることにより
、略Ｖ字形状に形成される。一方、係止部７ｃ，７ｄは、溝部７の両側が拡幅されること
により、略矩形に形成される。
【００１９】
　図８は、溝部７に嵌め込まれるパッキンを示す拡大斜視図である。図示の如く、パッキ
ン８は環状を呈し、溝部７への嵌め込み時に伸長可能な弾性体、例えばゴム材から製作さ
れる。また、パッキン８の適宜位置には、その幅方向に突出する爪部８ａ～８ｄが形成さ
れる。爪部８ａ～８ｄは、溝部７の係止部７ａ～７ｄに係止可能なように、係止部７ａ～
７ｄの形状に対応した形状に形成される。
【００２０】
　図９から図１２に、溝部７にパッキン８を嵌め込んだ状態を示す。図示の如く、パッキ
ン８の爪部８ａ～８ｄは、それぞれ溝部７の係止部７ａ～７ｄに係止される。尚、パッキ
ン８は、伸長させられながら溝部７に嵌め込まれるため、その全周は溝部７のそれよりも
小さく設定される。
【００２１】
　前述したように、溝部７は同一の平面上に含まれない部位が連続して形成されているた
め、部位によってはパッキン８の復元力の方向と溝部７の方向とが一致せず、パッキンが
外れ易くなるという不具合が生じ得る。本実施例の場合、パッキン８は図９および図１０
に２点鎖線で示す形状に復元しようとするため、特に拡幅部２ｅに形成された溝部７から
パッキン８が外れ易くなる。
【００２２】
　そこで、本発明にあっては、上記の如くパッキン８に爪部８ａ～８ｄを設けると共に、
溝部７に爪部８ａ～８ｄが係止される係止部７ａ～７ｄを形成することで、パッキン８の
復元力（パッキン８を引っ張る力）の大きさを部位ごとに調節するようにした。具体的に
は、パッキン８の凸部８ｃ－８ａ－８ｄまでの部位の復元力を小さく設定する一方で、凸
部８ｃ－８ｂ－８ｄまでの部位の復元力を大きく設定するようにした。具体的には、パッ
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キン８の凸部８ｃ－８ａ－８ｄまでの長さをＬ１、溝部７の係止部７ｃ－７ａ－７ｄまで
の長さをＬ２、凸部８ｃ－８ｂ－８ｄまでの長さをＬ３、係止部７ｃ－７ｂ－７ｄまでの
長さをＬ４としたとき、
　　　　　　　　　　　　　Ｌ１／Ｌ２＞Ｌ３／Ｌ４
となるように各部の長さを設定した。このとき、Ｌ１＝Ｌ２であってもよい。これにより
、パッキン８の凸部８ｃ－８ｂ－８ｄまでの部位は比較的強い張力で溝部７にしっかりと
嵌め込むことができる。一方で、凸部８ｃ－８ｂ－８ｄまでの部位は比較的小さい張力で
溝部７に嵌め込まれるため、その部位の復元力が小さくなり、よってパッキン８の凸部８
ｃ－８ｂ－８ｄまでの部位が溝部７から外れるのを抑制することができる。
【００２３】
　図１３は、パッキン８の断面図である。図示の如く、パッキン８にはスカート部８ｅが
形成される。このスカート部８ｅは、図９から図１２に示すように、パッキン８を溝部７
に嵌め込んだときにシャーシ２の外周面から突出する。
【００２４】
　シャーシ２の説明に戻ると、図３に示すようにシャーシ２の背面側上部には、ねじ穴９
が形成される。また、図２、図４および図５に示すように、その左右の側面（側壁）には
、凹部１０が形成される。凹部１０は、基板搭載面２ａ側の上端に向けて拡幅するテーパ
状を呈する。さらに、シャーシ２の側面（側壁）には、ねじ穴１１が形成される。
【００２５】
　図１４は、前面カバー３の主に内周側を示す斜視図である。前面カバー３は、例えばＡ
ＢＳなどの樹脂材から製作される。前面カバー３の側壁には、ねじ孔１２が形成される。
また、前面カバー３の側壁内周面３ａには、位置決め用のガイドリブ１３が形成される。
尚、図で符号１４は、パッキン（図１４で図示せず）が嵌め込まれる溝部である。
【００２６】
　前面カバー３は、シャーシ２の基板搭載面２ａを覆うようにしてシャーシ２に取り付け
られる。前面カバー３をシャーシ２に取り付けることにより、前面カバー３の側壁内周面
３ａがパッキン８を介してシャーシ２の外周面に当接する、より詳しくは、パッキン８の
スカート部８ｅが前面カバー３の側壁内周面３ａに密着する。これにより、防水性能が確
保される。また、前面カバー３をシャーシ２に被せる際、前面カバー３のガイドリブ１３
をシャーシ２の凹部１０に挿入され、前面カバー３とシャーシ２が精度良く位置決めされ
る。これにより、前面カバー３によるパッキン８の潰し代が全周で一定となり、防水性能
をより向上させることができる。
【００２７】
　尚、図示は省略するが、シャーシ２と前面カバー３は、前面カバー３にシャーシ２を被
せた状態でシャーシ２のバッテリ搭載面２ｂ側から挿通されたねじによって締結される。
さらに、図示しないねじを前面カバー３のねじ孔１３とシャーシ２のねじ穴１１に挿通す
ることにより、シャーシ２と前面カバー３の側壁同士が締結される。これにより、電子回
路基板が発熱した場合であっても前面カバー３の膨らみが生じないため、前面カバー３の
側壁内周面３ａとパッキン８の密着が保たれ、防水性能の低下を防止することができる。
【００２８】
　図１５は上面カバー４の上面図であり、図１６は上面カバー４の背面図（無線端末１の
背面側から見た図）である。上面カバー４は、前面カバー３と同様に例えばＡＢＳなどの
樹脂材から製作され、シャーシ２の側面の拡幅部と上面を大略覆うような形状とされる。
図示の如く、上面カバー４の上面にはアンテナ挿通部１５が形成され、上面カバー４の背
面にはねじ孔１６が形成される。
【００２９】
　図１７は、シャーシ２に前面カバー３と上面カバー４を取り付けた状態を示す右側面図
である。図示の如く、前面カバー３と上面カバー４は、シャーシ２に取り付けられた際に
当接する。
【００３０】
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　図１８は、図１７に示すシャーシ２、前面カバー３および上面カバー４の一部を示す拡
大断面図である。図示の如く、シャーシ２のねじ穴９の下方には、カバー位置決め部１７
が形成される。カバー位置決め部１７は、図３に示すように円弧状に形成される。
【００３１】
　上面カバー４はシャーシ２の上面に被せられる。このとき、上面カバー４のねじ孔１６
の下方に形成された位置決め用当接部１８がシャーシ２のカバー位置決め部１７に当接す
ることにより、シャーシ２に対する上面カバー４の位置決めがなされる。尚、図示は両略
するが、位置決め用当接部１８もカバー位置決め部１７と同様に円弧状に形成される。
【００３２】
　そして、上面カバー４はシャーシ２の上面に被せた状態で、上面カバー４のねじ孔１６
とシャーシ２のねじ穴９にねじ１９を挿通することにより、シャーシ２と上面カバー４が
締結される。このとき、上面カバー４とシャーシ２の間にはＯリング２０が、上面カバー
４とねじ１９の頭部との間にはＯリング２１が介挿され、防水性能が確保される。
【００３３】
　また、前面カバー３において上面カバー４に対向する部位には、前述した溝部１４が形
成される。溝部１４にはＯリング２２が嵌め込まれる。即ち、前面カバー３と上面カバー
４の間は、Ｏリング２２によって防水性能が確保される。
【００３４】
　次いで、シャーシ２へのバッテリ５の取り付けについて説明する。図１９は、シャーシ
２に前面カバー３と上面カバー４を取り付けたときのバッテリ搭載面２ｂを表す背面図で
ある。
【００３５】
　図１９に示すように、シャーシ２の開口部２ｃには接点カバー２５が取り付けられる。
図２０は、接点カバー２５の斜視図である。図示の如く、接点カバー２５は、開口部２ｃ
に勘合される勘合部２５ａと、接点が配置される接点用開口部２５ｂが２個形成される。
それぞれの接点用開口部２５ｂの近傍には、配置される接点の極性が表示される。また、
接点用開口部２５ｂの周囲には、土手部２５ｃが形成される。尚、接点カバー２５は、ゴ
ム材などの弾性を有し、かつ絶縁性を有する部材から製作される。
【００３６】
　図１９の説明に戻ると、接点カバー２５の接点用開口部２５ｂには接点２６が配置され
る。接点２６は、シャーシ２に搭載された図示しない電子回路基板に接続される。また、
接点２６は金属片を折り曲げて製作されたものであり、バネ性を有する。前述したように
、開口部２ｃはバッテリ搭載面２ｂの中心から端部方向に偏った位置に形成されることか
ら、接点２６もまた、バッテリ搭載面２ｂの中心から端部方向に偏った位置に設けられる
ことになる。また、前述した如く、接点２６が設けられた端部方向とは反対側の端部方向
に偏った位置には、突出部２ｄが設けられる。
【００３７】
　また、バッテリ搭載面２ｂの上部は、接点２６や突出部２ｄが設けられる面よりも背面
側に突出している。そのバッテリ搭載面２ｂの突出部分には、背面方向に突出した突起部
３０と、前面方向に凹んだ穴部３１と、下方に突出する爪部３２が形成される。爪部３２
は、図１７に示すように、背面側から前面側に向かうに従って下方への突出量が大きくな
るようなテーパ状に形成される。
【００３８】
　図１７および図１９に示すように、前面カバー３の下端は背面方向に突出され、その突
出部位には孔３３が形成される。
【００３９】
　図２１は、バッテリ５の斜視図である。図示の如く、バッテリ５には端子３５が形成さ
れる。また、バッテリ５の上部には、上方への付勢力を有する板バネ部３６と、上記した
突起部３０が挿入される穴部３７と、上記した穴部３１に挿入される突起部３８を備える
。板バネ部３６には、上記した爪部３２が嵌め合わされる孔３９が形成される。板バネ部
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３６において孔３９の前方は、下方に傾斜するテーパ状に形成される。また、バッテリ５
の底面には、下方に突出する爪部４０が形成される。
【００４０】
　バッテリ５をシャーシ２のバッテリ搭載面２ｂに取り付ける場合、先ず、バッテリ５の
爪部４０を前面カバー３の孔３３に係止する。そして、バッテリ５の上部をバッテリ搭載
面２ｂに押圧することにより、シャーシ２の爪部３２とバッテリ５の板バネ部３６に形成
されたテーパ部分が接触しながら板バネ部３６を下方へと変位させ、爪部３２を板バネ部
３６の孔３９に嵌め合わせる。このとき、シャーシ２の突起部３０はバッテリ５の穴部３
７に、バッテリ５の突起部３８はシャーシ２の穴部３１にそれぞれ挿入される。また、爪
部３２が孔３９に嵌め合わされることにより、板バネ部３６の付勢力が開放され、バッテ
リ５は下方へと付勢される。これにより、バッテリ５は、シャーシ２のバッテリ搭載面２
ｂに位置決めされつつ固定される。
【００４１】
　また、バッテリ５をシャーシ２のバッテリ搭載面２ｂに取り付けることにより、バッテ
リ５の端子３５がバッテリ搭載面２ｂの接点２６に接触する。このとき、接点カバー２５
の土手部２５ｃがバッテリ５に密着するため、接点２６と端子３５の防水性能を確保する
ことができる。
【００４２】
　ところで、接点２６は前述したようにバネ性を有することから、仮に図１９や図２１を
参照して説明したバッテリ５の取り付け機構に寸法精度等の問題からガタツキが生じた場
合、接点２６のバネ性によりバッテリ５が傾き、バッテリ５の端子３５と接点２６の接触
が不安定になるおそれがある。
【００４３】
　しかしながら、本発明に係る無線端末１にあっては、バッテリ搭載面２ｂにおいて、接
点２６が設けられた端部方向とは反対側の端部方向に偏った位置に突出部２ｄを形成する
ようにしたので、接点２６のバネ性によりバッテリ５が傾くことを防止できる。従って、
バッテリ５の端子３５と接点２６の接触を安定に保つことが可能となる。
【００４４】
　次いで、アンテナ６の取り付けについて説明する。図１に示すように、アンテナ６は、
シャーシ２に取り付けられるアンテナコネクタ４０と、アンテナコネクタ４０に接続され
るアンテナ本体４１とから構成される。尚、アンテナ６はλ／４のモノポールアンテナで
ある。
【００４５】
　アンテナコネクタ４０は、取付金具４２を介してシャーシ２２のアンテナ取付部４３（
図６に示す）に取り付けられる。取付金具４２とシャーシ２２の間には図示しないＯリン
グが介挿される。シャーシ２に取り付けられたアンテナコネクタ４０は、上面カバー４が
シャーシ２に取り付けられる際、上面カバー４のアンテナ挿通部１５に挿通される。アン
テナ挿通部１５に挿通されたアンテナコネクタ４０は、その一部が上面カバー４から突出
する。アンテナコネクタ４０において上面カバー４から突出した部位には、図示しないね
じ溝が形成されており、当該ねじ溝にナット４４を締結することで、プレート４５を介し
て上面カバー４とアンテナコネクタ４０を共締めする。尚、上面カバー４のアンテナ挿通
部１５とアンテナ本体４１との間は、パッキン４６が介挿される。
【００４６】
　このように、本発明に係る無線端末１にあっては、シャーシ２と、シャーシ２の外周面
の全周にわたって形成される溝部７と、溝部７に嵌め込まれる環状のパッキン８と、パッ
キン８を介してシャーシ２の外周面の全周に当接しつつシャーシ２に取り付けられる前面
カバー３とを備えると共に、パッキン８には複数個の爪部８ａ～８ｄが形成され、溝部７
には爪部８ａ～８ｄが係止される複数個の係止部７ａ～７ｄが形成されるように構成した
ので、爪部８ａ～８ｄを係止部７ａ～７ｄに係止することで溝部７に対するパッキン８の
位置決めを行うことができる。そのため、パッキンの形状が複雑であったとしても溝部へ
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のパッキンの嵌め込み作業を容易に行うことができる。
【００４７】
　また、爪部８ａ～８ｄを係止部７ａ～７ｄに係止することにより、パッキン８の復元力
（換言すれば、パッキン８を伸長させる力）の大きさを部位ごとに調節することが可能と
なる。そのため、パッキン８の復元力の方向と溝部７の方向とが一致しない部位が存在す
る場合であっても、その部位におけるパッキン８の復元力を小さく設定すれば、パッキン
８が溝部７から外れるのを抑制することができる。
【００４８】
　また、バッテリ搭載面２ｂにおいて、接点２６が設けられた端部方向とは反対側の端部
方向に偏った位置に突出部２ｄを形成するようにしたので、接点２６のバネ性によりバッ
テリ５が傾くことを防止できる。従って、バッテリ５の端子３５と接点２６の接触を安定
に保つことが可能となる。
【００４９】
　尚、上記の実施例ではパッキン８に形成した爪部および溝部７に形成した係止部の数を
それぞれ４個としたが、それらの数や形成位置は溝部７およびパッキン８の形状に応じて
適宜設定されるものであり、上記に限定されるものではない。
【００５０】
　また、バッテリ搭載面２ｂに形成した突出部２ｄを枠状としたが、形状はそれに限られ
るものではない。
【００５１】
　また、シャーシ２と前面カバー３の側壁同士をねじによって締結することより、電子回
路基板が発熱した際の前面カバー３の膨らみをするようにしたが、例えば図２２に示すよ
うに前面カバー３の側壁にＬ字型の突起５０を設けると共に、シャーシ２の側壁に切り欠
き部５１を設け、シャーシ２に前面カバー３を取り付けた際にＬ字型の突起５０を切り欠
き部５１に係止させることで前面カバー３の膨らみを防止するようにしても良い。尚、Ｌ
字型の突起５０の代わりに、例えば図２５に示すようなＴ字型の突起５２を設けるように
しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明に係る無線端末の斜視図である。
【図２】図１に示すシャーシの正面図である。
【図３】図１に示すシャーシの背面図である。
【図４】図１に示すシャーシの右側面図である。
【図５】図１に示すシャーシの左側面図である。
【図６】図１に示すシャーシの上面図である。
【図７】図１に示すシャーシの底面図である。
【図８】図４などに示す溝部に嵌め込まれるパッキンの拡大斜視図である。
【図９】図１に示すシャーシに図８に示すパッキンを嵌め込んだ状態を表す図４と同様な
右側面図である。
【図１０】図１に示すシャーシに図８に示すパッキンを嵌め込んだ状態を表す図５と同様
な左側面図である。
【図１１】図１に示すシャーシに図８に示すパッキンを嵌め込んだ状態を表す図６と同様
な上面図である。
【図１２】図１に示すシャーシに図８に示すパッキンを嵌め込んだ状態を表す図７と同様
な底面図である。
【図１３】図８に示すパッキンの断面図である。
【図１４】図１に示す前面カバーの主に内周側を示す斜視図である。
【図１５】図１に示す上面カバーの上面図である。
【図１６】図１に示す上面カバーの背面図である。
【図１７】図１に示すシャーシに前面カバーと上面カバーを取り付けた状態を示す右側面
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図である。
【図１８】図１７に示すシャーシ、前面カバーおよび上面カバーの一部を示す拡大断面図
である。
【図１９】図１に示すシャーシに前面カバーと上面カバーを取り付けたときのバッテリ搭
載面を表す背面図である。
【図２０】図１９に示す接点カバーの斜視図である。
【図２１】図１に示すバッテリの斜視図である。
【図２２】図１に示す前面カバーの他の形態を表す図１４と同様な斜視図である。
【図２３】図１に示すシャーシの他の形態を表す図２と同様な正面図である。
【図２４】図１に示すシャーシの他の形態を表す図５と同様な左側面図である。
【図２５】図１に示すシャーシの他の形態を部分的に表す斜視図である。
【符号の説明】
【００５３】
１：無線端末、２：シャーシ（第１の筐体片）、２ｂ：バッテリ搭載面、３：前面カバー
（第２の筐体片）、４：上面カバー（第３の筐体片）、５：バッテリ、７：溝部、７ａ～
７ｄ：係止部、８：パッキン、８ａ～８ｄ：爪部、２６：接点、３５：端子

【図１】 【図２】
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【図１２】
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